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ヒアリング項目（差別禁止） 
 

一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

 

第１ 指針の構成について 

 ○別添の指針の構成（案）について意見、他に盛り込むべき内容・項目があればお

聞かせください。 

 

・対象となる聴覚障害者の範囲は、身体障害者福祉法第 4条別表や障害者雇用促進法

第2条別表の規定に限定することなく、障害者基本法第2条の規定に従うべきである。 

・差別禁止が求められる事業主の範囲に、限定を設けるべきではない。また、従業員

の他の従業員の対する差別も、職務関連性が認められる限り本法での差別と考えるべ

きである。 

・対象とされる差別は、直接差別・間接差別・関連差別などの不均等待遇と合理的配

慮の不提供を含めるべきである。 

・提示された以外に項目に、障害の有無、障害の程度で雇用の身分が固定されること

の禁止、 

在職中の中途失聴者、難聴者の重度化の場合の受診、治療の早退、遅刻、休業による

差別、職場復帰の差別の禁止の項目も含めるべきである。 

 

 

 

 

 

第２ 禁止される差別の具体例について 

○募集・採用における禁止される差別の具体例をお聞かせください。 

○採用後における禁止される差別の具体例をお聞かせください。 

 

○募集・採用時の差別の具体例 

・ 募集条件にその職務との関連性を明確にすることなく、「電話が出来ること」、「接

客が出来ること」等の条件を付けること 

・ 採用面接時に、「情報保障・コミュニケーション支援」など応募者が求める必要な

配慮を用意しないこと。 

・ 採用試験に、音声による試験の代替方法による試験を用意しないこと。 

・ 身体障害者の対象とならない聴覚障害のため、障害者求人枠に応募出来ないこと。 

○採用後における差別の具体例 

・一般採用者と障害者雇用枠採用者の就労後の処遇に職務評価に係らない差異を付け

ること。例えば障害者雇用枠採用者を特定子会社に出向させ、本人の職務評価に係ら

ず、本社への異動・職場異動などをさせないなど。 

・「会議、ミーティング、打ち合わせ」、「研修」に、磁気ループや要約筆記その他の

情報保障、コミュニケーション支援を行わないこと。 

・ 資格のある通訳を手配せず、上司、同僚による情報保障の押しつけること。 

・ 同僚等の冠婚葬祭、消息等インフォーマルな情報の授受を意識的に出さない 

・ 社内行事、社員旅行、懇親会に呼ばない、通訳を付けないこと。 
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第３ その他 

 ○その他指針の作成に当たり留意すべき点や整理すべき点等があればお聞かせく

ださい。 

 

・就労後障害を持つ中途障害者の問題に留意すべきである。中途障害の場合、一定程

度のキャリアを経て障害を持つため、障害の結果深刻な職種変更、退職に行きつくこ

とが多い。（相談体制のところに詳細を記入） 

・一般社団法人全難聴を障害者雇用労働問題の検討委員とすること。                  

・当会を含めて、障害者当事者、関係者から幅広く「差別」の事例を収集すること。・

障害を理由とした「医療サービス」、「リハビリテーション」を受ける保障等の検討も

必要。 
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ヒアリング項目（合理的配慮） 
 

一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

 

 

第１ 指針の構成について 

 ○別添の指針の構成（案）について意見、他に盛り込むべき内容・項目があればお

聞かせください。 

 

・ 「対象となる障害者の範囲」第 2 条第 1 号の「著しく困難な」ものが拡大解釈さ

れ、一部の障害者しか適用されないことのないように。 

・ 「合理的配慮の提供」は、障害及び障害受容の状況、程度により、事業主、支援

者、相談支援事業者等により、本人に提示される必要がある。 

・ 合理的配慮のための費用は原則として事業主の負担となるが、費用に関する国の

助成制度についての考え方を指針に明記すること。事業主による合理的配慮の費

用負担が困難な場合の障害者総合支援法による福祉サービス利用との関係につい

ても明記すること。 

 

 

第２ 合理的配慮の具体例について 

○募集・採用における合理的配慮の具体例をお聞かせください。 

○採用後における合理的配慮の具体例をお聞かせください。 

 

 ※中小企業においても対応できると考えられる措置の具体例、事業主が取り組むこ

とが望ましいと考える措置の具体例を御回答願います。 

 

○募集・採用に置ける合理的配慮の例・面接、試験時間中のみならず、会社説明会な

どにも必要な情報保障を準備すること。 

・試験に関する様々な情報を電話連絡のみならずメールで応募者に連絡すること。 

○採用後における合理的配慮の例 

・ 会議等の通訳は、難聴者・中途失聴者自身が必要性を判断し、依頼出来るように

すること。 

・ 筆談、要約筆記の手話通訳など多様な場面に合わせた方法を取ること。 

・中途失聴者や難聴者の重度化したものの診察、治療、手話の習得等のリハビリテー

ションの時間を保障すること。 

・ 補聴援助システムや拡声機能付き電話、電話リレーサービスの利用を整備するこ

と。 

・ 会社の合理的配慮に関する取組み、現在提供可能な配慮の内容を障害を持った従

業員に対して説明する場を設けること。また、障害者に対する相談体制の説明も

含めること。 

・ 職場の朝礼・会議などでは、極力事前資料を配布すること。 

・ 会社内の一斉放送（平時・緊急時）の内容は事前資料配布が可能なものは配布し、

緊急放送はメールなどを使用し同報すること。 
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第３ 過重な負担の判断要素について 

 ○過重な負担の判断要素はどのようなものが考えられるかお聞かせください。 

 

・ 事業者の事業内容・事業規模 

・ 合理的配慮を求める従業員の職種、担当職務 

・ 従業員の求める合理的配慮の職務との関連性 

・ 求める合理的配慮に係る国などの助成制度の内容 

・ 金額の負担は、収益の金額によらず、営業経費の○％とかすること。 

 

 

 

第４ 相談体制の整備等について 

 ○相談体制の整備の具体的方法、プライバシーの保護、合理的配慮に関し相談した

こと等を理由とする不利益取扱いの禁止の周知を記載することでよいかお聞か

せください。 

・相談体制を単なる「相談」にとどめず、事業主と障害者当事者の問題解決のコーデ

ィネーター、スーパバイザーの役割を与えること。 

・難聴者、中途失聴者の相談体制を、地域社会の社会資源、学校、指導教官、医療関

係者等のチーム対応で構成すること。 

・階層別・職種別の社内研修で「障害に基づく差別、合理的配慮」について研修を行

こない、事業体内での相談の仕組みを周知すること。 

・職制を超えた相談体制を準備し、障害当事者が相談することによって不利益を被ら

ないようにすること。 

 

 

第５ その他 

 ○その他指針の作成に当たり留意すべき点や整理すべき点等があればお聞かせく

ださい。 

 

・事業者の差別解消。合理的配慮の提供状況を評価する仕組みを作り、事業者の取組

みに対する社会評価を広めることにより、事業者の改善取り組みへの動機付けを行う

こと。 

・海外の難聴者、中途失聴者への雇用、就労支援の実態調査を行うこと。 

・電話リレーサービスの提供、携帯端末の貸与等、ITC 技術の利用を促進すること。 
 






